
東日本大震災に伴う診療報酬等の特例措置の利用状況について 

（調査結果） 
 

 

東日本大震災に伴う診療報酬等の特例措置の利用状況について調査を実施。 

現時点の集計では、18,940の保険医療機関から回答があり、平成 24年 7月 1日時点で特例措置を利用していると回答があった保

険医療機関は 134あった。 

具体的な利用状況は以下の表の通り。 

 

 

 

○医科 

  特例措置の概要 7/1 現在も特例措置

により対応 

１ 仮設の建物による

保険診療等 

保険医療機関、保険薬局の建物が全半壊等したため、これに代替する仮設の建物等にお

いて、引き続き当該保険医療機関、保険薬局として保険診療等を実施できることとする。  

１０ 

２ 定数超過入院 医療法上の許可病床数を超えて患者を入院させた場合でも、当面、入院基本料及び特定

入院料の減額措置の対象としない。  

４３ 

３ 月平均夜勤時間

数 

被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等し、入院基本料の施設基準の

うち月平均夜勤時間数（７２時間以下）について、１割以上の一時的な変動があった場合

においても、当面、変更の届出を不要とする。 

２ 

４ 月平均夜勤時間

数 

被災地に職員を派遣したため一時的に職員数が不足し、入院基本料の施設基準のうち月

平均夜勤時間数（７２時間以下）について、１割以上の一時的な変動があった場合におい

ても、当面、変更の届出を不要とする。 

０ 

５ 月平均夜勤時間

数 

 

震災の影響により、震災前に比して看護師及び准看護師又は看護補助者（以下「看護要

員」という。）の数が減少した保険医療機関については、月平均夜勤時間数については、２

割以内の変動の場合には、変更の届出を行わなくてもよいものとし、引き続き震災前の入

院基本料を算定することができる。 

１０ 
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６ 看護配置 被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したため、１日当たり勤務する

看護師及び准看護師又は看護補助者（以下「看護要員」という。）の数、看護要員の数と入

院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率について、１割以

上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。  

１０ 

７ 看護配置 被災地に職員を派遣したため一時的に職員数が不足したため、１日当たり勤務する看護

師及び准看護師又は看護補助者（以下「看護要員」という。）の数、看護要員の数と入院患

者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率について、１割以上の

一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。 

０ 

８ 看護配置 

 

震災の影響により、震災前に比して看護師及び准看護師又は看護補助者（以下「看護要

員」という。）の数が減少した保険医療機関については、１日当たり勤務する看護要員の

数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の

比率について、２割以内の変動の場合には、変更の届出を行わなくてもよいものとし、引き

続き震災前の入院基本料を算定することができる。 

８ 

９ 病棟以外への入

院 

被災地の医療機関において、会議室等の病棟以外の場所に患者を入院させた場合、特

例として、その保険医療機関が届出を行っている入院基本料のうち、当該患者が本来入

院するべき病棟の入院基本料を算定する。 

３ 

10 他の病棟への入

院 

被災地の医療機関において、医療法上、本来入院できない病棟に入院させた場合や、診

療報酬上、その病棟の施設基準の要件を満たさない患者を入院させた場合、入院基本料

について特例的な算定を可能とする。  

２ 

11 他の病棟への入

院 

被災地以外の医療機関において、医療法上、本来入院できない病棟に入院させた場合

や、診療報酬上、その病棟の施設基準の要件を満たさない患者を入院させた場合におけ

る特例的な入院基本料を算定する。 

０ 

12 平均在院日数 被災地の医療機関において、平均在院日数が入院基本料等の施設基準を満たさなく

なった場合にも、特例的に従来の入院基本料等を算定する。  

２ 

13 平均在院日数 被災地以外の医療機関において、被災地の医療機関から転院の受け入れを行った場

合には、当該患者を除いて平均在院日数を計算する 。 

８ 

 

14 平均在院日数 被災地の医療機関において、在院日数が延長した場合にも、震災前より算定してい

た入院基本料を算定できる。  

２ 
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15 平均在院日数 

 

被災に伴い、退院後の後方病床等の不足により、やむを得ず平均在院日数が超過する場

合には、平均在院日数について、２割以内の変動の場合には、変更の届出を行わなくても

よいものとし、引き続き震災前の入院基本料等を算定することができる。 

７ 

16 特定入院料の取

扱い 

被災地及び被災地以外の医療機関において、災害等やむを得ない事情により、特定

入院料の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入院

した場合には、当該患者を除いて施設基準の要件を満たすか否かを判断することが

できる。  

 

６ 

17 転院受け入れの場

合の入院日 

被災地及び被災地以外の医療機関において、被災地の他の医療機関が災害等の事情

により診療の継続が困難となり、当該他の医療機関から転院の受け入れを行った場

合に、特別の関係にあるか否かに関わらず、当該保険医療機関に入院した日を入院

の日とする。  

８ 

18 一般病棟入院基

本料 

被災地以外の医療機関において、被災地の医療機関から地震の発生日以降に転院を

受け入れた場合は、施設基準における要件について当該患者を除いて計算する。 

３ 

 

19 看護必要度評価

加算等 

被災地の医療機関において、７対１、１０対１入院基本料の一般病棟看護必要度評

価加算及び急性期看護補助体制加算の重症度・看護必要度について患者数が基準を

満たさない場合でも、特例的に従来の入院基本料等を算定する。  

１ 

20 透析に関する他医

療機関受診 

被災地の医療機関から慢性透析患者を受け入れた場合や、被災により透析設備が使用

不可能となった場合に、特例的に、透析を目的とした他医療機関受診の際の入院基本料

等の減額を行わない。  

４ 

21 平均入院患者数 

 

被災地の医療機関において、震災後に看護師等及び入院患者数が大幅に減少している

場合に、震災後の入院患者数の平均をもって平均入院患者数とすることができる。  

２ 

22 外来機能の閉鎖 入院診療や在宅医療を行う保険医療機関において、医師が不足している場合や、周囲に

入院診療を行う保険医療機関が不足している場合等には、外来機能を閉鎖してもよいこと

とする。  

０ 

23 在宅医療・訪問看

護の回数制限 

在宅患者訪問診療料や在宅患者訪問看護・指導料、訪問看護基本療養費について、入

院可能な病床の不足によりやむをえない場合には、週３回を超えて算定できることとする。 

  

２ 
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24 新薬の処方制限 

 

患者の周囲にあった保険医療機関が全て機能していない場合等やむを得ない場合には、

新薬について１４日を超えて処方することができる。  

４ 

25 １８０日超え入院 住居の損壊、その他の東日本大震災に起因するやむを得ない事情により保険医療機関

からの退院に著しい困難を伴う患者は、入院期間が１８０日を超えた場合も、入院基本料

の減額を行わないこととする。  

７ 

 

(注)５、８、１５、２１～２４の措置については、被災３県のみ利用できる措置となっている。 

 

 

 

○歯科 

 

  特例措置の概要 7/1 現在も特例措置に

より対応 

１ 仮設の建

物による

保険診療

等 

保険医療機関、保険薬局の建物が全半壊等したため、これに代替する仮設の建物等において、

引き続き当該保険医療機関、保険薬局として保険診療等を実施する。 

２６ 

２ クラウンブ

リッジ維持

管理料 

 

歯科補綴物やブリッジの装着日が震災によって診療録が紛失したため、不明になった場合に装

着日から２年が経ったものと取り扱うことができることとする。  

本年度４月・５月・６月

に利用した 

１７ 

 

(注)２の措置については、被災３県のみ利用できる措置となっている。 
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診療報酬の特例措置の延長に対する考え方

○ 診療報酬の特例措置は、平成２４年３月３１日までとされていた措置を延長し、
平成２４年９月３０日までとなっている。

○ これらの措置について、平成２４年１０月１日以降、どのように取り扱うか。

考え方

論点

【利用状況の調査結果について】

○ 平成24年7月1日時点での利用数は少ないが、被災3県を中心に、多くの措置が
引き続き利用されている。

【対応案】

○ 今回の調査結果を踏まえ、以下の対応としてはどうか。

・ 診療報酬の特例措置については、原則として、現に利用している保険医療機関
についてのみ平成25年3月31日まで6ヶ月間、期限を延長する。
（なお、さらに延長するかどうかについては、実際に特例措置を利用している保険
医療機関等の利用状況等を把握し、改めて検討する。）
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